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大分市公告 第２８号 

 次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６

７条の６第１項及び大分市契約事務規則（昭和３９年大分市規則第１２号）第２５条の規定に

基づき公告する。 

 

令和８年１月２１日 

                          大分市長 足立 信也 

 

１ 競争入札に付する事項 

 （１） 件      名  こどもルームＬＥＤ照明取替業務委託 

 （２） 履 行 場 所  仕様書のとおり 

 （３） 履 行 期 間 契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 （４） 概      要 仕様書のとおり 

 （５） 最低制限価格 設けない 

（６） 予 定 価 格 5,445,000 円（消費税及び地方消費税を除く） 

 

２ 競争入札参加資格 

   次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 

①  大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱（昭和５６年大分市告示第

２５８号）により、業種コード 008：「電気工事」について、入札参加資格の認定を

受けている者であること。 

②  地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者及び同条第２項

の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。 

③  公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給

契約に係る指名停止等の措置に関する要領（平成２１年告示第５５３号。以下「指

名停止要領」という。）に基づく指名停止期間中でないこと。 

④  公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市が行う契約

からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２４年大分市告示第３７７号。以下「排

除措置要綱」という。）に基づく排除措置期間中でないこと。 

⑤  入札予定日以前３月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出し

た事実又は銀行若しくは、主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者

でないこと。 

⑥  破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条の規定に基づく

破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に

基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条

の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に

基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の

申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可

の決定が確定した者を除く。）でないこと。 
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３ 入札手続等 

（１） 契約担当課 

郵便番号 ８７０－０839 

住  所 大分市金池南一丁目 5 番１号 J:COM ホルトホール大分 2 階 

名  称 大分市子どもすこやか部子育て支援課 子育て交流センター 

電  話 ０９７－５7６－8243  

（２） 本公告の交付の期間、場所及び方法 

① 交付期間 

令和 8 年１月 21 日（水）から令和 8 年２月 3 日（火）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前８時３０分から午後５時１５

分まで 

② 交付場所及び方法 

インターネット 

（大分市役所ホームページ https://www.city.oita.oita.jp/）によるほ

か、子育て支援課子育て交流センターにおいても交付する。 

（３） 仕様書の閲覧期間、場所及び方法 

① 閲覧期間 

３の（２）の①に同じ。 

② 閲覧場所及び方法 

３の（２）の②に同じ。 

（４） 仕様書の質疑応答 

① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。 

ア 提出期間 

令和 8 年１月 23 日（金）から令和 8 年１月 30 日（金）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前８時３０分から午後５時１

５分まで） 

イ 提出場所 

 ３の（１）に同じ。 

② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 

ア 閲覧期間 

令和 8 年２月 2 日（月）から令和 8 年２月４日（水）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前８時３０分から午後５時１

５分まで  

イ 閲覧場所 

        ３の（１）に同じ。 

 

４ 現場説明会  実施しない。 

※現地確認が必要な場合、３の(4)の①のアの期間中において、市民の利用を
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妨げないよう契約担当者と日程調整のうえ、各こどもルームを見学できる

ものとする。 

 

５ 入札保証金  免除とする。 

 

６ 入札（開札）の日時及び場所 

（１） 日 時 令和８年２月 5 日（木）午後２時００分 

（２） 場 所 大分市役所９階 第二入札室 

（３） 入札方法等 

入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めな

い。 

（４） 入札回数 １回 

（５） その他 

①  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 

１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入

札書に記載すること。 

②  入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。 

 

７ 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等 

（１） 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争入札参加資 

格を確認するため競争入札参加資格確認申請書（様式第１号。以下「申請書」 

という。）を提出すること。 

（２） 入札の日時、場所において申請書を提出しない者又は契約担当者が競争 

入札参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができな 

い。 

（３） 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を 

保留し入札を終了する。 

（４） 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争入札 

参加資格を有していると確認した場合は、最低価格入札者を落札者とし、競争 

入札参加資格を有していないと確認した場合は、予定価格の制限の範囲内の 

価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者（以下 

「次順位者」という。）の競争入札参加資格を確認した上で、次順位者を落札者 

とする。ただし、次順位者が、競争入札参加資格を有していない場合は、順に 

同様の手続きを行い、競争入札参加資格を有していない者が行った入札につ 

いては、これを無効とし、その結果を通知する。 

なお、落札者を決定した場合は、速やかに落札者に対し通知するとともに、 
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当該入札結果を公表する。 

 

８ 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１） 競争入札参加資格がないと認められた者は、７の通知の日の翌日から起算 

して７日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。）以内に、契約担当者に対 

し、競争入札参加資格がないと認めた理由についての説明を書面（様式は自 

由）を持参して求めることができるものとする。 

なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

（２） （１）の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規 

定する期間の最終日の翌日から起算して８日（土曜日、日曜日及び祝日等の 

休日を除く。）以内に、書面により回答する。 

（３） （１）の書面の提出場所は、契約担当課とする。 

 

９ 契約保証金 

      大分市契約事務規則第７条８号の規定により免除とする。 

 

１０ 入札の無効 

 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札 

者としていた場合には落札決定を取り消す。 

① 入札者として資格のない者のした入札 

② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと 

認められる者のした入札 

③ 同一の入札について 2 以上の入札をした者の入札 

④ 同一の入札について 2 以上の入札者の代理人となった者のした入札 

⑤ 入札金額を訂正した入札 

⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札 

⑦ 公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札 

⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反し 

た入札 

 

１１ 支払条件 

業務完了報告後、検査に合格した場合は業務委託料の支払を請求できるものと 

し、請求があった日から起算して３０日以内に支払う。 

 

１２ その他 

（１） この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般 

競争入札実施要領（平成 20 年 6月 1日施行）、地方自治法（昭和 22 年法律 

第 67 号）、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによ 

る。 
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（２） 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、大分市物品等供給契約に係 

る指名停止基準に基づく指名停止を行うことがある。 

（３） 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のア又 

はイのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効と 

する。 

ア 指名停止基準に基づく指名停止を受けた場合 

イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合 

ウ 入札公告に掲げる競争入札参加資格の要件を満たさなくなった場合 

（４） 契約担当者は、落札決定後、契約締結（議会案件の場合は、仮契約につい 

ての議会の議決）までの間に落札者が、（３）のア又はイのいずれかに該当した 

場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。 

この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に 

伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 

（５） 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として異議を申 

し立てることはできない。 

（６） その他不明な点については、大分市こどもルーム子育て支援課子育て交流 

センターまで照会のこと。  電話 ０９７－５7６－8243（直通） 

 

 


